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登
記
所（
法
務
局
）に
わ
ざ
わ
ざ

出
向
か
な
く
て
も
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
か
ん
た
ん
に
登
記
事
項
証
明
書

な
ど
を
請
求
で
き
ま
す
。

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
使
え
る
お

手
元
の
パ
ソ
コ
ン
で
申
請
者
情

報
を
登
録
す
る
。（
初
回
の
み
）

②
登
記
・
供
託
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

シ
ス
テ
ム
に
ロ
グ
イ
ン
し
、「
登

記
事
項
証
明
書
送
付
請
求
書
」

な
ど
を
作
成
し
ま
す
。（
特
別

な
環
境
設
定
は
い
り
ま
せ
ん
）

③
請
求
書
を
送
信
し
て
、手
数
料

を
納
付
し
て
い
た
だ
く
と
、登
記

事
項
証
明
書
な
ど
が
郵
送
さ
れ

ま
す
。（
手
数
料
の
納
付
は
、イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
や
Ａ
Ｔ
Ｍ

で
電
子
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
）

※
登
記
事
項
証
明
書
は
、
窓
口
申

請
の
場
合
１
通
千
円
で
す
が
、

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
場
合
１
通

７
０
０
円
と
お
得
で
す
。（
手
数

料
は
現
行
の
金
額
で
す
。
今
後

変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

　
詳
し
く
は「
登
記
・
供
託
オ
ン

ラ
イ
ン
申
請
シ
ス
テ
ム
」の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
地
方
法
務
局

　
蕁
０
８
８
―
８
２
２
―
３
３
３
１

まちの掲示板まちの掲示板

高
知
地
方
法
務
局
か
ら
の

お
知
ら
せ

農業者の皆さんへ　農業者戸別所得補償制度の交付申請が始まります（４月～６月）農業者の皆さんへ　農業者戸別所得補償制度の交付申請が始まります（４月～６月）

　この制度は、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上と農業の多面的機能
を維持する制度です。
◆ 水田活用の所得補償交付金
【交付対象者】水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米などの戦略作物や、地域で設定された作物を生産す
る販売農家・集落営農（米の「生産数量目標」の達成にかかわらず助成対象になります）

◆ 米の所得補償交付金
【交付対象者】「生産数量目標」の範囲内で主食用米の生産を行った販売農家・集落営農のうち、水稲共済
加入者（当然加入面積（25a）未満で、水稲共済未加入者は、平成22年度の出荷・販売の実績のある方）

◆ 米価変動補てん交付金
　【交付対象者】「米の所得補償交付金」交付申請者
◆ 畑作物の所得補償交付金（水田、畑地共通）
　【交付対象者】対象作物（麦・大豆・そばなど）の生産を行った販売農家・集落営農

○お問い合わせ
　高知農政事務所（高知市本町4－3－41　蕁088－872－0514）
　詳しくは中国四国農政局戸別所得補償制度ホームページをご覧ください。
　http：//www.maff.go.jp/chushi/sesaku/kobetu_hosyo/index.html


